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持続化給付金事業
一般競争入札（公告日：令和２年４月８日，

入札書提出期限：同月１３日，
開札日：同月１４日）

申請サポート会場運営業務の委託

令和２年５月中旬以降，
家賃支援給付金事業の
参考とするため，持続
化給付金事業の実施方
法等を問い合わせ

入札参加事業者

中小企業庁

入札により業務委託

一般社団法人サービスデザイン推進協議会

● 特定の事業者が受注した家賃支援給
付金事業の申請サポート会場運営業務
を受託した場合，「出入禁止」（今後
電通は取引をしない旨）発言
● 「出入禁止」発言の内容を他の委託
先事業者に伝達するように指示

家賃支援給付金事業
一般競争入札（公告日：令和２年５月２８日，

入札書提出期限：同年６月１日，
開札日：同月２日）

ノウハウ流出
の危惧等

● 委託先事業者の多くは，家
賃支援給付金事業の申請サポ
ート会場運営業務を受託する
余力がない状況等であった。
● 委託先事業者の一部には，
家賃支援給付金事業の申請サ
ポート会場運営業務を受託す
る意欲及び能力を有している
者がいたが，当該事業の入札
参加事業者からの委託の打診
はなかった。
● 委託先事業者と同種の事業
を営む事業者が我が国におい
て多数存在していた。

↓
家賃支援給付金事業の入札参
加事業者と委託先事業者との取
引において，結果的に，特段の
支障が生じたとは認められなか
った。


